
従前の事前届出では、「緊急通行車両等事前届出
済証」の交付に留まっていましたが、災対法施行
令・同規則が改正され、災害応急対策に従事する指
定行政機関等の車両については、災害発生前でも、
緊急通行車両であることの確認を受け、標章と緊急
通行車両確認証明書の交付を受けることができるよ
うになりました。

これにより、公安委員会が災対法第76条の交通
規制（緊急交通路の指定）を行った場合に、いち早
く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急
対策に当たっていただくことが可能となります。

2023年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前
に交付を受けることができるようになりました。

災害発生前に確認を受けるには？
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会（警察署）

の窓口を通じて申出を行ってください。

※ 原則として、同一の車両に対して複数の標章は交付しません。

必要な提出書類は？
●【申出書類】
① 緊急通行車両確認申出書（災対法施行規則別記様式第３）

又は（双方を同時に申請する場合は「及び」に読み替え）
緊急輸送車両確認申出書（大震法施行規則別記様式第６）

●【添付書類】
② 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
③ 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足り

る書類（例 防災業務計画(抜粋可)）
④ 指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類

（例 車両リスト、証明書類等）
⑤ 契約書の写し、輸送協定書の写し、証明書類等（指定行政機関等と契約をしている関係

機関・団体のみ必要）
※１ 番号標に表示されている番号のみが異なり、その他の申出書に記載されている内容が

同一であるときは、申出書の「番号標に表示されている番号」欄に複数台の車両番号を
記載して一括して申出することができます。

その際、③～⑤の書類について、重複する内容のものは１通で足り、全体として一式
の書類により複数台の申出が可能です。

※２ 上記④の書類については、自動車検査証の使用者欄の氏名が指定行政機関等そのもの
である場合は、自動車検査証の写しの添付をもって、上記④の書類が添付されているも
のとします。

※３ 指定行政機関等と契約をしている関係機関・団体は、⑤の書類のみでは足らず、③の
書類（指定行政機関等の防災業務計画等）が必要となります。

（災対法施行規則第6条）

※指定行政機関等とは、災対法第50条第2項の規定によ
り災害応急対策を実施しなければならない者とされてい
る団体等を指しています。
※公安委員会とは、都道府県公安委員会を指しています。

緊急通行車両確認証明書

緊急通行車両確認申出書の「申出者」は誰になるの？
申出者になれるのは、指定行政機関等の長や、指定行政機関等に属し災害応急対策

に使用される車両の使用者又は管理責任者とするほか、契約等により常時指定行政機
関等の活動のために使用される車両若しくは災害発生時に他の関係機関・団体等から
指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者となります。

標章
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標章や緊急通行車両確認証明書の有効期限
は、交付の日から５年後の日となります。

指定行政機関等と期限がある契約等に基づ
き、緊急通行車両とする車両については、そ
の契約期間が５年より短い場合は、契約等の
終了日までとなります。

「緊急通行車両等事前届出済証」を持っているがどうなるの？
すでに発出している緊急通行車両等事前届出済証は

２０２３年９月１日以降も有効で、同届出済証をお持
ちの方は、災害発生後において緊急通行車両としての
確認を優先的に受けることができます。

また、新制度である災害発生前の確認を受ける場合
は、申出書の添付書類として、緊急通行車両等事前届
出済証を添付してください。
●【申出書類】
① 緊急通行車両確認申出書（災対法施行規則別記様式第３）

又は（双方を同時に申請する場合は「及び」に読み替え）
緊急輸送車両確認申出書（大震法施行規則別記様式第６）

●【添付書類】
② 緊急通行車両等事前届出済証

※なお、２０２３年９月１日以降は、緊急通行車両等事前届出書
は受付しません。

標章等の有効期限は？ 規制除外車両はどうなるの？
緊急通行車両の対象とならない車両で大規

模災害時に優先すべきものとして公安委員会
が緊急交通路の通行を認めている「規制除外
車両」については、その運用に変更はありま
せん。ただし、規制除外車両確認申出書、規
制除外車両事前届出書等の様式が一部変更と
なりましたのでご注意ください。

緊急通行車両等事前届出書 緊急通行車両等事前届出済証

緊急通行車両の確認申出等はオンライン申請ができるの？
２０２５年１２月１５日から、緊急通行車両の確認に係る申出等の手続

は、e-Gov電子申請を通じてオンライン申請ができるようになりました。

他の法律に基づく緊急通行（輸送）車両も同じ？

東京都●●区●●１番１０号
株式会社△△△△
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2
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○○県公安委員会　殿 令和○年○月○日

　株式会社△△△△（指定公共機関）は下記車両の使用者に対し、当社が行
うこととなっている災害応急対策である「被災地における食料品や生活必需品供
給」のため、下記車両をこれら物品を緊急輸送する車両として使用することについ
て、物流業務委託基本契約によって業務委託していることを証明します。 代表取締役　●●　●

品川８００あ１２３４

住所

東京都●●区▲▲　■－■－■

氏名又は名称

×××有限会社

NO
番号標に

表示されている番号

記

令和○年○月○日から
令和○年○月○日まで

契約の期間

車両の使用者

【④の書類の例】

指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類とは？

大震法、原災法、国民保護法に基づく緊急通行(輸送)車両も、災対法に基づくものと同様に、
緊急交通路を指定する原因となる事象の発生前に、確認の申出を行い、標章等の交付を受ける
ことができます。

具体的な手続のご相談等は、愛知県警察本部交通部交通規制課又は警察署交通課までお問い合わせください。
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